
平成２８年度

国の観光関連施策活用ガイド

ダイジェスト版

観光立国推進東海地区省庁連絡会議

総務省 東海総合通信局
厚生労働省 愛知労働局
農林水産省 東海農政局
経済産業省 中部経済産業局

国土交通省 中部地方整備局
国土交通省 中部運輸局
国土交通省 大阪航空局 中部空港事務所
環境省 中部地方環境事務所

中部地区においては、国の管区各機関が連携し、それぞれの所管事業を有効に活用して観光立国の実現を
推進する「観光立国推進東海地区省庁連絡会議（愛称：まんなか観光推進会議）」を平成１９年５月より設置し、
「国の観光関連施策活用ガイド」を作成しています。



県 市町村 その他
補助金

（ハード）
補助金

（ソフト）
施策支援

URL: http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000280.html

URL: https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/vjc.html

URL:
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/seibi.html

URL: http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/brand.html

URL: http://www.mlit.go.jp/kankocho/news05_000210.html

中部運輸局

中部運輸局

中部運輸局

－－○ ○

－

①基盤づくり
　上限500万円
②ブランド確立
　事業費の4割

　「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び
滞在の促進に関する法律」に基づき、地域の
関係者の連携、幅広い資源の活用地域の魅力
を高めることにより、国内外の観光客が2泊3
日以上の滞在交流型観光を行うことができる
「観光圏」の整備を促進。

○ － －

－ ○

○ ○

○

平成28年度　国の観光関連施策活用ガイドブック　施策一覧（１）

2.ビジット・ジャパン地方連携事業

4.観光地域ブランド確立支援事業

中部運輸局

備考

1.訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業

【対象者】
観光地域づくりプラッ
トフォーム

○

－

中部運輸局

3.観光圏整備事業

番号、施策名
概要

対象者 補助率

URL（施策の紹介ホームページ）、所管官庁

○

－

　訪日外国人旅行者の急増により発生してい
る課題を解決するため、訪日外国人旅行者の
受入環境整備を行うための緊急対策を促進。
（宿泊施設不足）
　複数の宿泊事業者が共同して、訪日外国人
の受入能力及び生産性を向上することによ
り、宿泊施設の稼働率及び訪日外国人の宿泊
者数の向上を図る。

－

○

5.地域資源を活用した観光地魅力創造事業 　観光地の魅力を高めるための取組として、
滞在コンテンツの充実・強化や、来訪需要の
喚起、地元での消費拡大、来訪者の利便性等
向上および外国人受入環境整備に関する事業
の実施。

－

○

○

　国内外から選好される国際競争力の高い魅
力ある観光地域づくりを促進するため、地域
の取組段階に応じ、地域独自の「ブランド」
の確立を通じた日本の顔となる観光地域の創
出に向けた取組を支援。

　国が事業費の1/2を上限として拠出し、都道
府県単独では難しい「広域」で連携した外国
人誘客の取組を、地域と国が共同実施。
　地域間の広域連携を促し、広域でプロモー
ションすることにより、訪日外客数の増加を
図る。（国の負担金は、補助金や交付金では
なく、連携事業として、その一部を負担する
もの）

○

【対象者】
協議会：単一市町村、
観光協会、交通事業
者、地域づくりの取組
を実施する者等により
構成

○

　（上限100万円）

－

【対象者】
複数の宿泊事業者（５
以上）が協議会を設
立。

－

－



県 市町村 その他
補助金

（ハード）
補助金

（ソフト）
施策支援

URL:
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-
news/01ryutsu06_02000079.html

URL:
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-
news/01tsushin03_02000153.html

URL: http://www.maff.go.jp/tokai/noson/keikaku/shinko/index.html

URL:
http://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/sanson/s_sesaku/sesaku.ht
ml

URL:
http://www.maff.go.jp/j/kasseika/k_seibi/seibi.html

【補助対象】
・観光拠点：観光案内所、文化
財、自然公園、博物館等
・防災拠点：緊急避難場所、避
難所、役場本庁等
【補助率】
・地方公共団体：１／２
・第３セクター法人：１／３
　※交付額の下限は１００万円

○ ○

東海総合通信局

東海総合通信局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

－

8.農村漁村振興交付金（農山漁村活性化整備対策）

1/2以内

－

・都市農村共
生・対流支援対
策：上限800万
円（上限2年）
・地域活性化対
策：上限800万
円（上限5年）
・人材活用対
策：上限250万
円（上限3年）

－

－
その他
　地域協議会、農林漁
業林の組織する団体等

－
上限1,000万円
（上限3年）

－
その他
　地域協議会

8.農村漁村振興交付金（山村活性化対策）
　山村では、人口減少や高齢化が著しく、地域
社会の活力が低下。
特色ある豊かな地域資源を有する山村の所得・
雇用の増大に向け、薪炭・山菜等の山村の地域
資源等の潜在力を再評価し活用する取組を支
援。

－ ○ ○

　市町村が作成した定住・交流促進のための計
画の実現に必要な施設等の整備を支援。
・農林漁業の振興を図る生産施設等の整備
・良好な生活の場である農山漁村の生活環境整
備
・都市住民の一時的・短期的滞在等の交流拠点
の整備

○

－

地域固有の地
名、特産品、観
光に係る単語等
を多言語音声翻
訳システムに登
録することにつ
いて支援。

8.農村漁村振興交付金
　（都市農村共生・対流及び地域活性化対策） 　農山漁村の持つ豊かな自然や｢食｣を観光･教

育･福祉等に活用する地域の活動計画づくりや
手づくり活動、意欲ある都市の若者等の地域外
の人材を長期的に受け入れる取組、地域を越え
た人材の活用や優良事例の情報受発信など、地
域資源を活用する取組を支援。

－ － ○
その他
　地域協議会
  （市町村が参画）

公衆無線LAN環境整備
支援事業の実施主体
は、無線システム交付
要綱（補足事項）に規
定している条件不利地
域を含む地方公共団体
及び第3セクター法
人。

7.多言語音声翻訳システムの社会実装の推進 　「言葉の壁」を取り除き、自由でグローバル
なコミュニケーションを実現するため、多言語
音声翻訳技術で翻訳可能な言語の拡大及び翻訳
精度を実用レベルまで向上させることを目的
に、観光地、病院などでの社会実証に取り組
む。

○ ○ ○

6.Wi-Fi整備の促進
　地域の観光拠点・防災拠点における観光客や
住民の情報収集等の利便性を高めるため、各々
の拠点において、Wi-Fiステーション、Wi-Fiア
クセスポイントからなる公衆無線ＬＡＮ環境の
整備に取り組む地方公共団体等を支援する。

○

－

○ ○

平成28年度　国の観光関連施策活用ガイドブック　施策一覧（２）

番号、施策名
概要

対象者 補助率
備考

URL（施策の紹介ホームページ）、所管官庁

－



県 市町村 その他
補助金

（ハード）
補助金

（ソフト）
施策支援

URL:
http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k160208006.html
（経済産業省）

URL:
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2016/160311machinaka
.htm　（中小企業庁）

URL: http://j-net21.smrj.go.jp/expand/shigen/index.html

URL: http://www.loftwork.jp/home/ideas/morethan.aspx

URL:
https://jlop.jp/

中部経済産業局

②先進的・実証
的事業
補助対象経費の
１／２～２／３
以内
　（上限額）
：1～2.5億円
　（下限額）
：1,000万円

①調査事業
補助対象経費の２
／３以内
　（上限額）
：1,000万円
　（下限額）
：100万円
③専門人材活用支
援事業
補助対象経費の１
／２～２／３以内
　（上限額）
：1,000～1,500万
円
　（下限額）
：100万円

-

中部経済産業局

13.地域発コンテンツ海外流通基盤整備事業（JLOP）
　地域発コンテンツ等の海外展開に必要な、字
幕・吹き替え等の現地化（ローカライズ）や国
際見本市への出展や広告出稿等のプロモーショ
ンに対する支援。

○ ○ ○ -

1/2（ただし、申請
者条件が満たされ
る場合であって、
地域経済活性化に
特に資する事業と
審査委員会が認定
する場合は2/3）

-

-

補助率2/3、上限
500万円

-
事業計画の認定
が必要。

中部経済産業局

12.TPP対策JAPANブランド等プロデュース支援事業
（MORE THAN PROJECT）

　日本の技術や生活文化の特色を生かした魅力
ある商材を有する中小企業が、海外のライフス
タイルやニーズ等に詳しい外部人材を活用し、
海外の市場獲得を目指して「市場調査、商材改
良、ＰＲ・流通」まで一貫してプロデュースす
るプロジェクトを支援。

- - ○ - 定額補助

② 支援事業
補助対象経費の
２／３以内
　（上限額）
：2億円
　（下限額）
：100万円

① 調査・分析事業
補助対象経費の２
／３以内
　（上限額）
：500万円
　（下限額）
：100万円

-

中部経済産業局

11.中小企業地域資源活用プログラム
　　（ふるさと名物応援事業）

　地域の中小企業による地域資源（観光資源
等）を活用した新商品・新サービスの開発・販
売を促進するための支援。

- - ○

-

中部経済産業局

備考
URL（施策の紹介ホームページ）、所管官庁

10.地域・まちなか商業活性化支援事業
　　（地域商業自立促進事業） 　商店街等を取り巻く外部環境の変化に適合し

た「外国人対応」、「地域資源活用」など６つ
の分野に係る新たな取組により、商店街等の中
長期的な発展及び自立化の促進を支援。

- - ○

９．地域・まちなか商業活性化支援事業
　　（中心市街地再興戦略事業）

　中心市街地活性化基本計画に基づき、民間事
業者が実施する、①調査事業、②専門人材活用
支援事業、③先導的・実証的事業に対し、重点
的に支援。（※①、②については基本計画の認
定は必要ないが、基本計画の認定を目指してい
る地域に限る。）

- - ○

平成28年度　国の観光関連施策活用ガイドブック　施策一覧（３）

番号、施策名
概要

対象者 補助率



県 市町村 その他
補助金

（ハード）
補助金

（ソフト）
施策支援

URL: http://www.vipo.or.jp/news/10429/

URL: http://www.chuokai.or.jp/josei/27mh/27mh-index.html

http://www.shokokai.or.jp/?post_type=annais&p=3224（全国商工会連合会）

http://h27.jizokukahojokin.info/（日本商工会議所）

http://www.jcci.or.jp/（日本商工会議所）

http://www.shokokai.or.jp/（全国商工会連合会）

http://feelnippon.jcci.or.jp/（日本商工会議所【事業紹介ペー
ジ】）

URL:
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/t_dantai_sy
ouhyou.htm -

中部経済産業局

URL:

・調査事業：定
額補助（上限
500万円）
・本体事業１年
目：補助率２／
３
（通常案件上限
800万円、共同
実施案権上限
1,000万円）
・本体事業２年
目：補助率：１
／２（通常案件
上限600万円、
共同実施案件上
限750万円）

-

中部経済産業局

18.地域団体商標制度
　地域ブランドを適切に保護することにより、
信用力の維持による競争力の強化と地域経済の
活性化を支援することを目的とし、従来、全国
的な知名度を獲得した場合や、図形と組み合わ
された場合を除き、商標登録を受けることは困
難であった、「地域名」と「商品名・サービス
名」からなる商標について、地域ブランド育成
の早い段階で商標登録を受けられるようにする
制度。

- - ○ -

2/3以内
上限

50～100万円

-

-

　全国各地の商工会・商工会議所が全国規模の
マーケットを視野に入れて取り組む新たな特産
品開発や観光開発、地域課題を解決するコミュ
ニティビジネスに関する取組に対して、展示商
談会の開催や専門家派遣などを通じて支援。

- - ○ -

2/3以内
上限

500～3,000万円
-

認定支援機関による事
業計画の実効性の確認
が必要。

中部経済産業局

 16.小規模事業者持続化補助金
　小規模事業者のビジネスプランに基づく経営
を推進するため、商工会・商工会議所と一体と
なって経営計画を作成し、販路開拓に取り組む
費用を支援。

- - ○
2/3以内
上限

50～100万円

1/2（ただし、
申請者条件が満
たされる場合で
あって、地域経
済活性化に特に
資する事業と審
査委員会が認定
する場合は
2/3）

-

中部経済産業局

15.ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金 　国内外のニーズに対応したサービスやものづ
くりの新事業を創出するため、認定支援機関と
連携して、革新的なサービス開発・試作品開
発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規
模事業者の設備投資等を支援。

- - ○
2/3以内
上限

500～3,000万円

 14.地域発コンテンツの広域発信支援事業 　地域の製品やサービス・観光資源の魅力を広
域的にPRするため、コンテンツ制作企業と製
造・観光事業者等が企業連携体（コンソーシア
ム）を形成して行うプロモーション映像等（実
写・アニメ等）のコンテンツづくりに対して支
援。

- - ○ -

17.小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業

中部経済産業局

URL:

平成28年度　国の観光関連施策活用ガイドブック　施策一覧（４）

番号、施策名
概要

対象者 補助率
備考

URL（施策の紹介ホームページ）、所管官庁



県 市町村 その他
補助金

（ハード）
補助金

（ソフト）
施策支援

URL: http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/kanminrenkei.html

URL:
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudokeikaku_kou
hukin.html

URL: http://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000012.html

URL:
http://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/jutaku_seibika/matikankyou
seibi.htm

URL:
http://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/toshi_history_tk_0000
25.html

①市町村１／２
②民間等（市町
村が補助）市町
村が補助する経
費の１／２、か
つ、補助事業に
要する経費の１
／３以内

―

対象都市：広域観光周
遊ルートを形成する歴
史的風致維持向上計画
認定都市

中部地方整備局

23.歴史的風致活用国際観光支援事業
　広域観光周遊ルートの形成に向けた取組の一
環として、地域固有の歴史・文化を国際観光資
源としてより有効に活用するため、歴まち計画
認定都市において、官民により構成された協議
会が作成する整備計画に位置づけられた受入環
境整備に係るソフト・ハード両面の取組に対し
て総合的に支援。

― ○ ○

①市町村１／２
②民間等（市町
村が補助）市町
村が補助する経
費の１／２、か
つ、補助事業に
要する経費の１
／３以内

中部地方整備局

補助率
概ね４割

―

中部地方整備局

　22.街なみ環境整備事業 　住環境の整備改善を必要とする区域におい
て、住宅、地区施設等の整備改善を行うことに
より、地区住民の発意と創意を尊重したゆとり
とうるおいのある住宅市街地を形成。

― ○ ―

― ―

①直接補助
補助率１／２

以内
②間接補助
補助率１／３

以内

②間接補助
補助率１／３

以内
―

中部地方整備局

21.都市再生整備計画事業 　地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活か
した地域主導の個性あふれるまちづくりを実施
し、全国都市再生を推進することにより、地域
住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性
化を図る。

○ ○ ○
補助率
概ね４割

事業化に向けた
必要な検討に要
する費用の一部
（１／２）を措
置。

―

中部地方整備局

20.社会資本整備総合交付金（広域連携事業） 　複数都道府県が連携・協力して取り組む都道
府県を超える広域での観光や物流の活性化を図
ることが重要となっていることに鑑み、広域的
地域活性化のための基盤整備等を総合的に推進
し、地域社会の自立的な発展並びに国民経済の
健全な発展を支援。

○ ― ―

基幹事業４５％
個別の法令等に
規定がある場合
は、当該法令等
に規定する負担
の割合又は補助
の割合。それ以
外の場合は１／

２

19.官民連携による地域活性化のための基盤整備
推進支援事業

(1)民間の事業活動等と一体的に行うことによ
り、優れた効果の発現や効率性が期待できる国
土交通省所管の基盤整備事業の事業化に向けた
必要な検討経費を支援。
(2)公共土木施設に再生可能エネルギーを導入
して必要電力を確保する検討を行う場合には、
公共土木施設への再生可能エネルギー導入に必
要な検討経費を支援。

○ ○ ― ―

平成28年度　国の観光関連施策活用ガイドブック　施策一覧（５）

番号、施策名
概要

対象者 補助率
備考

URL（施策の紹介ホームページ）、所管官庁



県 市町村 その他
補助金

（ハード）
補助金

（ソフト）
施策支援

URL:
http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/main/kankyou/machizukuri
/index.html

URL: http://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/

http://www.cbr.mlit.go.jp/road/chubu-fukei/

http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/fukeikaidou/

URL: ―

URL: http://www.pa.cbr.mlit.go.jp/oasis/index.html ―

中部地方整備局

URL:

― ―

中部地方整備局

28.みなとオアシス 　海浜、旅客船ターミナル、広場など、みなと
周辺の施設やスペースを活用して、地域住民、
商店街、漁協などの連携した取り組みにより、
みなとを核としたまちづくりの促進を支援し、
みなとの利用者の利便の向上及び災害時の人々
の生活支援拠点の形成を図る。

○ ○ ○ ―

―

―

風景街道中部地方
協議会・連絡会を
設置し、風景街道
に登録された組織
に対する活動支援
や相談窓口、地域
間同士の情報交換
あるいは意見交換
を通じ、持続的・
効果的な推進を図
る。
また、ＨＰやパン
フレット等により
取り組みの紹介を
実施。

中部地方整備局

27.観光交流支援基盤施設
（港湾機能高度化施設整備補助金） 　観光圏の玄関口となる港湾において、国際競

争力の高い魅力ある観光地を形成するために、
旅客の乗降、待合い等を快適にする施設の整備
に関する事業。

― ○ ○
全体事業費の

4/10

― ―

中部地方整備局

26.日本風景街道

　日本風景街道は、景観、自然、歴史、文化等
の地域資源を活かし、その地域に暮らす人、訪
れる人が元気になるような、活力ある地域を創
る取り組み。
　全国の様々な地域で、多様な主体が協働し
て、地域活性化、観光振興、美しい国土の形成
等を目指す。

○ ○ ○ ―

― ―

中部地方整備局

25.「道の駅」
　地域の創意工夫により道路利用者に快適な休
憩と多様で質の高いサービスを提供する施設と
して、休憩施設、域振興施設、情報提供施設が
一体となって整備される。最近は、「通過する
道路利用者へのサービス提供の場」から、「地
域の課題を解決する場」に成長するなど、地域
の創意工夫で「道の駅」を地域活性化の拠点と
する取組が進展。※平成28年5月時点で1093駅
（全国）が登録

○ ○ ○

・道路施設等
社会資本整備総
合交付金等
・地域振興施設
等
目的に応じて、
各種補助制度を
活用

 24.かわまちづくり支援制度 　観光などの活性化に繋がる景観・歴史・文化
等の河川が有する地域の魅力という「資源」や
地域の創意としての「知恵」を活かし、地方公
共団体や地元住民などとの連携の下で立案され
た、実現性の高い河川や水辺の整備・利活用計
画による、良好なまちと水辺が融合した空間形
成の円滑な推進を図る。

○ ○ ○

総事業費の1/3
※補助事業のみ
対象
※統合河川環境
整備事業の基礎
額

平成28年度　国の観光関連施策活用ガイドブック　施策一覧（６）

番号、施策名
概要

対象者 補助率
備考

URL（施策の紹介ホームページ）、所管官庁



県 市町村 その他
補助金

（ハード）
補助金

（ソフト）
施策支援

URL: http://www.env.go.jp/press/101894.html

URL: http://www.env.go.jp/press/101552.html

アドバイザー
の旅費・諸謝
金・宿泊費を
環境省が負担

―

中部地方環境事務所

１／２以内
（１協議会あ
たりの上限は
１０００万
円）

―

中部地方環境事務所

30.エコツーリズム推進アドバイザー派遣事業 　エコツーリズム等に取り組む地域において、
活動の推進に伴い発生する課題を解決するた
め、エコツーリズムの有識者をアドバイザーと
して派遣し、地域の実情に応じた助言等を行
う。

― ― ○ ―

 29.エコツーリズム地域活性化支援事業
　ルール、プログラムづくりなど、エコツーリ
ズムの推進に取り組む地域の協議会に対し、そ
の活動の経費の一部を国が支援。

― ― ○ ―

平成28年度　国の観光関連施策活用ガイドブック　施策一覧（７）

番号、施策名
概要

対象者 補助率
備考

URL（施策の紹介ホームページ）、所管官庁



観光なんでも相談窓口

１． 皆様が関心のある事業や支援制度について、更に詳しい情報が欲しい場合には、ホームページに掲載のガイドブックをご覧いただき、各事業・制度紹介頁

の右下欄にある「お問い合わせ先」にご相談ください。

２． なお、「観光立国推進東海地区省庁連絡会議」に参加している各局の管轄エリアは下記のとおりです。
管轄エリア外の地域でも、事業や支援制度について詳しい情報が必要な場合は、ホームページに掲載のガイドブックをご覧いただき、各事業・制度紹介頁
の右下欄の「お問い合わせ先」にご連絡していただければ管轄局の窓口をご紹介いたします。

相談相手さえ判らない場合でも・・

直接相談
してみよう！各地でお悩みの皆さん 相談相手が明らかな場合は・・

観光立国推進東海地区省庁連絡会議

○東海総合通信局 （愛知県、三重県、岐阜県、静岡県）
情報通信部情報通信振興課 Tel:052-971-9109

○愛知労働局 （愛知県）
職業安定部職業対策課 Tel:052-219-5508
※愛知県以外の件については各県担当窓口にお訊ね下さい。

観光立国推進東海地区省庁連絡会議 なんでも相談窓口

合 同 相 談 （面談）
関係局が参加して、説明やアドバイスを実施

個 別 相 談 （電話・面談）
必要な施策説明やアドバイスを実施

複数機関による
相談が必要な場合

担当者の紹介

○東海農政局 （愛知県、三重県、岐阜県）
農村計画部農村振興課 Tel:052-223-4630

○中部経済産業局 （愛知県、三重県、岐阜県、石川県、富山県）
産業部流通・サービス産業課 Tel:052-951-0598

○中部地方整備局 （愛知県、三重県、岐阜県、静岡県、長野県(南信) ）
企画部広域計画課 Tel:052-953-8129

○中部地方環境事務所
（愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県、長野県）

国立公園・保全整備課 Tel:052-955-2135

○大阪航空局中部空港事務所

（愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県）
広域空港管理官 Tel:0569-38-2155

○中部運輸局 （愛知県、三重県、岐阜県、静岡県、福井県）
観光部 観光企画課 Tel:052-952-8045

観光立国推進東海地区省庁連絡会議 なんでも相談窓口
中部運輸局 Tel :052-952-8045

e-mail : cbt-kankoukikaku@mlit.go.jp


